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加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要と今後のスケジュールについて 

 

１ 計画の位置づけ 

（１）根拠法例等 

加東市高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画 （以下、「本計画」という。）は、老人福祉法（昭

和 38 （1963）年法律第 133 号）第 20 条の８の規定に基づく「市町村老人福祉計画」と、介護保険法（平

成９（1997）年法律第 123 号）第 117 条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」を一体的に作成する

ものです。 

また、介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条（市町村介護保険事業計画）に基づき、厚生労働大臣

が定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」を踏まえ策定しま

す。 

 

（２）関係計画との関係 

本計画は、本市のまちづくりの基本計画である「加東市総合計画」と地域福祉を進めるための基本計画

である「加東市地域福祉計画」を上位計画とし、 「加東市障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計

画」、「加東市健康増進計画」等との整合性を図るとともに、兵庫県の「兵庫県老人福祉計画（介護保険事

業支援計画）」を参酌して策定します。 

 

【計画の位置づけ】 

 

兵庫県 

兵庫県老人福祉計画（介護保険事業支援計画） 

加東市 

加東市総合計画 

 

加東市地域福祉計画 

その他の福祉分野計画 

加東市健康増進計画・加東市自殺対策計画 

加東市障害者基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 

加東市高齢者福祉計画及び第 10 期介護保険事業計画 

説明資料１ 
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２ 計画の期間 

本計画の期間は、2027（令和９）年度を初年度とし、2029（令和 11）年度までの３年間とします。ま

た、団塊のジュニア世代が 65 歳に到達する 2040 （令和 22）年度に向けて、中長期的な視野に立ち、段階

的に施策を展開します。 

 

【計画の期間】 
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第９期計画 

2024(令和６)年度から 

2026(令和８)年度まで 

第 11 期計画 

2030(令和 12)年度から 

2032(令和 14)年度まで 

第 10 期計画 

2027(令和９)年度から 

2029(令和 11)年度まで 

2040(令和 22)年を見据えた中長期的な視点 
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３ 日常生活圏域の設定 

高齢者が住み慣れた地域で、適切なサービスを受けながら生活できるように、地理的条件、人口、市民

の生活形態及び地域づくり活動の単位などを考慮し、前期計画と同様に本市では中学校区の３圏域を日

常生活圏域として設定しています。 

本計画における取組の実施にあたっては、市全域で進めるとともに、日常生活圏域単位で、サービス提

供基盤の整備や福祉・保健サービスなどについて検討を行います。 

 

【日常生活圏域 概要】 

圏域名 圏域の概要 

社圏域 

市の中央に位置し、中心部は市街化区域で人口が集中し、官公庁施設も集積して

おり、工業団地等もあります。周囲の市街化調整区域には農地や農業集落が広が

っており、北部には別荘地があります。 

滝野圏域 

市の西部に位置し、ＪＲ加古川線が南北に走っています。全域が都市計画区域

で、工業団地もあります。市街化区域はＪＲ滝野駅から滝野社ＩＣ周辺に広が

り、市街化調整区域では、北部は山林が占め、南部は農地が広がっています。 

東条圏域 
市の東部に位置し、ひょうご東条ＩＣ周辺に複合型市街地（住宅・産業）を形成

しています。東条湖周辺には観光地、ゴルフ場、別荘地があります。 

 

【日常生活圏域 地図】 
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４ アンケート調査の概要 

高齢者(65 歳以上)の健康状態や生活状況を把握し、本計画策定における基礎的な資料を作成すること

を目的にアンケート調査を実施します。 

 

【アンケート調査概要】 

 調査の種類 

 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

対象者 

無作為抽出した市内在住の 65 歳以上

の一般高齢者・要支援認定者 2,000 人

と市内在住の在宅で生活している要介

護認定者全員 

市内在住の在宅で生活している要支援・

要介護認定者のうち「認定の更新申請・

区分変更申請」をしている方 

調査時期 

（調査期間） 

2025（令和７）年 12 月頃を予定 

（約 1 か月） 

2025（令和７）年 12 月頃を予定 

（約 6 か月） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 認定調査員による聞き取り調査 
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５ 策定スケジュール 

 

2025（令和７）年 

11 月 11 日 

第１回加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

 ○ 計画の概要と今後のスケジュールについて 

 ○ 加東市の現状と課題 

 ○ アンケート調査票の検討 

12 月頃 アンケート調査の実施 

2026（令和８）年 

２月頃 

第２回加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

 ○ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査集計結果 

 ○ 加東市高齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計画の検証 

７月頃 
第３回加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

 ○加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画見直しのためのアンケート調査結果 

９月頃 
第４回加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

 ○計画素案 

11 月頃 
第５回加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

 ○計画素案 

2027（令和９）年 

12 月～ 

１月頃 
パブリックコメントの実施 

１～２月頃 

第６回加東市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

 ○パブリックコメント結果報告 

 ○保険料額、計画決定 

３月頃 
議会 

 ○介護保険条例改正議決（保険料の条例改正案） 

 

 


